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高岡市ＤＶ対策基本計画の取り組みについて 資料３

基本目標Ⅰ　暴力を生み出さない意識づくりの推進

施策目標１　市民への啓発活動の推進 ★

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

◆ 市民へ
の啓発
活動の
推進

1
・

ＤＶ予防啓発講座の実施
ＤＶの特徴や影響など正しい理解を深めてい
くための講座を働く場や地域などで実施しま
す。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ ＤＶ予防啓発講座の開催
・富山県男女共同参画推進員高岡連絡会ミニ地区懇談会での開催（伏木・古府・
太田地区、戸出西部・戸出東部・中田地区）

ミニ地区懇談会では、地域防災や
ジェンダー平等をテーマにした講
座の中でDVの視点も加え、DVの影
響、対策の理解を深めた。今後と
も、地域や事業所等に働きかけ講
座の開催に努める。

○ ＤＶ予防啓発講座の実施
・富山県男女共同参画推進員高岡連絡会ミニ地区懇談会での
開催

継続

2
・

・

ＤＶ予防啓発活動
性別や性的指向等にかかわらず、ＤＶの防止
について、研修会等の様々な機会やＳＮＳや
市ホームページ、情報誌等の媒体を活用し、
幅広い年齢層を対象として意識啓発を実施し
ます。
「女性に対する暴力をなくす運動」の中で
パープルリボン運動、関連広報物の配布や展
示などを行います。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○

〇

「若年層の性暴力被害予防月間」（４月）における予防啓発チラシ及びポスター
の配布
・公共施設等に配布し掲示

女性に対する暴力をなくす運動期間（R6.11.12～25）の取り組み
・展示等
　パネル展示、市営高岡中央駐車場デジタルサイネージに掲載
・市ホームページに掲載
・富山銀行本店ビルでパープル・ライトアップ
・ケーブルテレビでの周知・啓発
・予防啓発リーフレット等の配布
　市内全高校1年生、中学1年生へデートＤＶ予防啓発リーフレット「デート
　ＤＶを知っていますか」の配布
・市内全小学6年生に暴力予防啓発リーフレット「わたしも大切あなたも
　大切～I am OK.You are OK.～」の配布
・公共施設や商業施設、医療機関等にオレンジ相談カードを配置

ＤＶの特徴や影響など正しい理解
を深めるため、女性に対する暴力
をなくす運動期間に小学６年生に
暴力予防啓発リーフレット、中・
高校１年生にデートＤＶ予防啓発
リーフレットを配布した。また昨
年度に引き続き、女性の暴力をな
くす運動期間中、富山銀行に依頼
し本店ビルでパープル・ライト
アップを実施。
今後もＳＮＳや市ホームページ、
情報誌等の媒体を活用し、幅広い
年齢層を対象に意識啓発を実施す
る。

〇

〇

「若年層の性暴力被害予防月間」（４月）における予防啓発
チラシ及びポスターの配布

女性に対する暴力をなくす運動期間における取り組み

継続

施策目標２　若い世代への啓発★

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

◆ 若い世
代への
啓発

3
・

若い世代へのデートＤＶ等予防啓発
効率的な実施方法や体制を研究し、伝わりや
すい効果的なプログラムにするため内容の改
良・更新に努めます。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 効率的な実施方法や体制の研究及びプログラム内容の改良・更新
・令和6年度は継続してプログラムを使用

令和6年度に実施した講座の生徒
に行ったアンケート結果では「わ
かりやすい」など良い評価があっ
た。随時、内容の見直しを行って
いく。

〇 効率的な実施方法や体制の研究及びプログラム内容の改良・
更新

継続

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

学校教育課

5
・

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

校長会や研修会を通じて教育・保
育関係者に対するデートＤＶ予防
啓発講座に関するチラシの配布を
依頼した。

学校教育課 児童生徒へは、デートＤＶに関す
る知識が徐々に広まりつつある。
継続的に予防啓発を推進していく
必要がある。

子ども・子育て課 引き続き、関係機関への周知に努
める。

継続

継続

取組内容

取組内容

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

若い世代へのデートＤＶ等予防啓発の実施
・中学校1年生を対象とした出前講座の実施
　「いい関係をつくろう　～アイ（わたし）メッセージを伝えよ
　　う～」　３校で実施（南星、福岡、牧野）
・希望により高岡高等支援学校で実施
予防啓発リーフレット等の配布
・市内全高校1年生、中学1年生へデートＤＶ予防啓発リーフレット「デート
　ＤＶを知っていますか」の配布（再掲）
・市内全小学6年生に暴力予防啓発リーフレット「わたしも大切あなたも
　大切～I am OK.You are OK.～」の配布（再掲）
「若年層の性暴力被害予防月間」（４月）における予防啓発チラシ及びポスター
の配布（再掲）

若い世代へのデートＤＶ等予防啓発の実施
・中学校1年生を対象とした出前講座の実施
　「いい関係をつくろう　～アイ（わたし）メッセージを伝
えよう～」　３校で実施（国吉、志貴野、伏木）
予防啓発リーフレット等の配布

「若年層の性暴力被害予防月間」（４月）における予防啓発
チラシ及びポスターの配布(再掲）

○

4
・

・

・

・

教育・保育関係者に対するデートＤＶ予防啓発講座の周知
・デートＤＶ予防啓発講座に関するチラシの配布
　　高岡市校長会、高岡地区高等学校長会で依頼
    各公私立保育園に依頼

教育・保育関係者への啓発
若い世代を指導する立場の教育・保育関係者
に対し、デートＤＶや暴力に頼らない問題解
決について啓発します。

教育・保育関係者に対するデートＤＶ予防啓発講座の周知
・デートＤＶ予防啓発講座に関するチラシの配布
　高岡市校長会、高岡地区高等学校長会で依頼
　各公私立保育園に依頼

学校等における教育・啓発
中学生に「デートＤＶ等予防啓発講座」を実
施し、意識向上に努めます。
小学生に「暴力予防啓発リーフレット」を配
布し、指導に活用します。
中・高校生に「デートＤＶ予防啓発リーフ
レット」を配布し、指導に活用します。
高校生等を対象に出前講座を実施します。

講座実施後、生徒や先生から、
「よく理解することができた」
「今後も授業を継続したい」など
の感想をいただき、意識の高まり
が感じられた。継続して出前講座
を実施するとともに、より多くの
児童生徒に対し啓発活動が行える
よう実施校を増やすなど検討する
必要がある。
生徒の理解を深めるため、リーフ
レットの内容の見直しを随時行っ
ていく。

○
　

〇

〇

〇

〇

〇

1



高岡市ＤＶ対策基本計画の取り組みについて

基本目標Ⅱ　身近で安心して相談できる体制の充実

施策目標３　配偶者暴力相談支援センター機能の充実★

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

◆ 配偶者
暴力相
談支援
センタ
ー機能
の充実

6
・

・

配偶者暴力相談支援センター機能の充実
被害者に対し総合的に支援を行えるよう、幅
広い分野にわたる関係機関との連携を強化し
ます。
男性や性的少数者（セクシュアル・マイノリ
ティ）など多様な被害者に配慮した相談体制
を整備します。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 配偶者暴力相談支援センター機能の充実
・電話相談・面接相談（専任相談員を３名配置）
・被害者支援のための情報提供、同行支援
・関係機関等との連携強化
　　高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の開催（R6.6.21）
　　庁内ＤＶ対策関係課会議の開催（R6.4.26）
　　ＤＶ被害者支援検討懇談会の開催（R7.2.28）
・女性弁護士による無料法律相談（毎月１回）
・保護・支援に関する各種証明書の発行
・男性や性的少数者の相談については、マニュアルに従って対応。相談者から相
談内容を傾聴し、ＤＶや生活支援等、男女平等推進センターの相談室で対応でき
ることはセンターで対応し、相談内容によっては専門機関等を案内する

配偶者暴力相談支援センターで
は、電話相談や面接相談、同行支
援など行っている。
また、関係機関等との会議を開催
し、被害者支援についての検討や
情報交換を行うことで、関係機関
と緊密な連携を図ることができ
た。

〇 配偶者暴力相談支援センター機能の充実
・電話相談・面接相談（専任相談員を常時３名配置）
・被害者支援のための情報提供、同行支援
・関係機関等との連携強化
　　高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の開催
　　庁内ＤＶ対策関係課会議の開催
　　ＤＶ被害者支援検討懇談会の開催
・女性弁護士による無料法律相談（毎月１回）
・保護・支援に関する各種証明書の発行
・男性や性的少数者の相談については、マニュアルに沿って
適切な対応を行う

継続

施策目標４　相談体制の充実★
　

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

◆ 相談体
制の充
実

7
・

・

男女平等推進センター相談室の周知
オレンジ相談カード（男女平等推進センター
相談室案内カード）を公共施設や商業施設、
医療機関等に配置し相談室を周知します。
配偶者暴力相談支援センター機能を設置して
いる男女平等推進センターは、身近で安心し
て相談できる窓口として認識されるよう、市
のホームページやＳＮＳなどの媒体や研修会
等の様々な機会を活用し、情報発信を実施し
ます。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○

〇

〇

〇

専任相談員による相談の実施
　日時　月～水・金　9:30～16:30
        木　14:00～20:00
　　　　※ 関係機関への同行支援の実施
　相談実人数924人　うちＤＶ実人数567人（61.4%）
　〔相談実人数988人　うちＤＶ実人数629人（63.7%）〕
　相談延件数2,428件　うちＤＶ延相談件数1,649件(68.0%)
　〔相談延件数2,876件　うちＤＶ延相談件数1,940件(67.5%)〕
 
女性弁護士による法律相談の実施（毎月１回　原則第４金曜日）
　相談件数41件　うちＤＶ相談件数0件〔相談件数47件　うちＤＶ相談件数0件〕

オレンジ相談カードの公共施設等への配置による相談窓口の周知
　市役所、市内医療機関、地域包括支援センター、各公私立保育園、商業施設
　（日本語、英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語）

相談室に関する記事を掲載
・広報紙「市民と市政」
・男女平等推進センターだより「ありーてめいと」
・高岡市男女平等推進プラン情報誌「ありーて」
・ホームページ

令和６年度の相談実人数は減少し
たものの、全相談件数に占めるＤ
Ｖ相談の割合は６割を超えてい
る。
オレンジ相談カード（男女平等推
進センター相談室案内カード）を
公共施設や商業施設等に設置し、
相談室の周知に努めた。

〇

〇

〇

〇

専任相談員による相談の実施

女性弁護士による法律相談の実施（毎月１回　原則第４金曜
日）

オレンジ相談カードの公共施設等への配置による相談窓口の
周知

相談室に関する記事を掲載

継続

8
・

男女平等推進センター相談室の利便性の向上
相談しやすい環境を整備するため、メールや
ＳＮＳを活用した相談の実施について、他自
治体や民間団体の取組の調査、情報収集を行
います。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

〇 メールやＳＮＳを活用した相談の実施について、他自治体や民間団体の取組の調
査、情報収集

ＤＶ相談者は、加害者からの報復
や家庭の事情等さまざまな理由か
ら、相談することや助けを求める
ことをためらうことが考えられ
る。そのため、相談者が相談しや
すいようＳＮＳを利用した相談体
制を整備することの有効性が考え
られる。ＳＮＳ等を活用した相談
については、他自治体等の取組の
情報を収集し、その有効性の調査
を行っていく。

〇 メールやＳＮＳを活用した相談の実施について、他自治体や
民間団体の取組の調査、情報収集

継続

○ ＤＶ相談の実施

納税課

市民生活課 市民生活課の業務としては適切な
相談先をご案内することであり、
今後も関係機関との連携が重要で
ある。

〇 引き続き、相談があった際には適切な相談先を案内するよう
努める。

文化国際課 対応方法の整理と各相談員への周
知が必要。

〇 外国人のための生活相談コーナーにおけるＤＶ関連相談の対応

市民課 ＤＶだけでなく複合的な理由で被
害者となる場合があり、内容が多
様化・複雑化している。

〇 ・住民基本台帳事務における支援措置申出に係る相談
・法に基づく事務を徹底するとともに、関係課や専門部署と
の連携を図る

社会福祉課 継続支援が必要となるケースが多
く、関係機関との連携も必要であ
る。

〇 DVを受けている方が窓口に来たり電話連絡が来たりするケー
スはほとんどない。当事者(被害者・加害者)の困り感がない
ため、支援者から支援策等を提案する。

ＤＶ相談の実施

　　・件数： 4件〔0件〕

　　・件数： 53件〔50件〕

〇引き続き関係課と連携して対応し
てまいりたい。

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

　　・件数： 1件〔3件〕

継続

取組内容

取組内容

9
・

・

　　・件数： 0件〔0件〕

　　・件数： 2件〔1件〕

ＤＶ対策関係課での相談の実施
ＤＶ対策関係課窓口での相談者の個人情報へ
の配慮を行うなど利用しやすい相談窓口の環
境づくりに取り組みます。
職員のＤＶに関する認識を共有し、ＤＶ被害
者の早期発見に努めます。
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高岡市ＤＶ対策基本計画の取り組みについて

福祉連携推進室 ＤＶのケースについては、対象者
の命を守るということが最優先に
なるが、それ以外にも様々な課題
があることから連携を図り、対応
する必要がある。

〇 DVケースは事態が急激に悪化することも多くあることから、
対象者の命を守るということを最優先事項に、今後も関係機
関が連携し迅速に対応を判断する。

子ども・子育て課・こ
ども家庭センター

1人1人状況に応じた支援が必要で
あり、今後もケースに寄り添った
支援に努めてまいりたい

〇 引き続き、DV被害者の早期発見に努め、ケースに寄り添った
支援の実施。

長寿福祉課 長年の夫婦関係が背景にある事例
が多い。16件のうち、介護認定を
受けている事例が7件と約4割を占
めている。

〇 庁内関係部署や地域包括支援センター、居宅介護支援事業
所、介護サービス事業所等と情報共有を図りながら対応して
いく。

保険年金課 関係課と連携して対応できたが、
対応するスペースなど限られるこ
とが課題。

〇 個人情報に配慮した相談しやすい環境での相談実施

健康増進課 継続支援が必要となるケースが増
えており関係機関との連携が必要
である。

〇 相談者の個人情報に配慮し、相談者が安心して相談できる場
所と関係づくりに努め、DV相談に随時対応する。

建築政策課 ＤＶによる保護命令や、一時保護
されていた証明書、男女平等推進
センターが発行する確認書等によ
り入居要件を緩和しており、引き
続き、被害者の安全な住居の確保
に向けて支援に努める。

〇 高岡市営住宅へのＤＶ被害者の入居への配慮

市民病院 ＤＶを疑われる患者について、本
人が警察に相談することの同意を
しない場合の対応が課題としてあ
る。

〇 富山県の医療関係者向けDV被害者対応マニュアルや、院内の
DV被害が疑われる患者の対応フローに基づき適切に対応す
る。

学校教育課 児相等の外部機関と連携が必要な
事案が増加している。

〇 児相等の外部機関との連携
こども家庭センターとの情報共有

10
・

・

ＤＶ対策関係課との連携強化
被害者が何度もＤＶ被害の事情等を説明する
負担を軽減するため、関係課共通の「相談共
通シート」や、被害者支援を円滑に行うため
に「手続きチェックシート」を活用します。
また、改正点や変更点がないか定期的に見直
しを行います。
「ＤＶ対応マニュアル」に基づき、ＤＶ被害
者への迅速かつ適切な対応を図ります。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター
関係各課

○

〇

ＤＶ被害者相談共通シート及び手続きチェックシートの活用
・関係課と相談内容を共有し、被害者の負担軽減
・被害者に支援内容と相談窓口の情報提供
・手続きチェックシートの見直し・改訂
ＤＶ被害者対応マニュアルの活用

庁内ＤＶ対策関係課会議を開催
し、ＤＶ被害者対応マニュアル、
相談共通シート及び手続きチェッ
クシートを活用した相談者の対応
方法を確認した。

〇

〇

ＤＶ被害者相談共通シート及び手続きチェックシートの活用
・庁内関係課と相談内容を共有し、被害者の負担軽減
・被害者に支援内容と相談窓口の情報提供
・手続きチェックシートの見直し・改訂

ＤＶ被害者対応マニュアルの活用 継続

施策目標５　ＤＶ対策に関わる職員の資質向上

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

◆ ＤＶ対
策に関
わる職
員の資
質向上

11
・

・

・

ＤＶ対策に関わる職員への研修の実施
研修や講座を受講する機会を確保し、相談員
等の資質向上に努めます。
被害者からの深刻な相談を数多く受ける相談
員のバーンアウト（燃え尽き）状態や代理受
傷を防止するため、メンタルヘルスに配慮し
ます。
困難事例等について、専門的立場からの助言
や指導を受けるスーパービジョン（監督学
習）を実施します。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター
関係各課

○ 相談員の研修会等への参加
＜研修＞
・スーパービジョン（R6.11.12、R7.3.5)
・人身安全関連事案関係機関合同研修会（富山県警察生活安全部）（R6.11.19)
・女性相談支援員等研修会（県女性相談支援センター）（R6.5.16）
・全国女性相談支援員・心理支援員研修協議会（厚労省、石川県）（R6.10.24、
R6.10.25）
・女性支援新法全国フォーラム（厚労省）（R6.12.5、R6.12.6)
・女性関連施設相談員・相談事業担当者研修（国立女性教育会館）（R6.9.19、
R6.9.20）
＜会議＞
・高岡市要保護児童対策地域協議会「実務者会議」（市子ども・子育て課）
（R6.7.18、R7.2.18)
・女性相談支援員等連絡会議（県女性相談支援センター）（R6.7.18、
R6.11.29）
・北陸三県女性相談支援センター関係職員連絡会議（石川県女性相談支援セン
ター）（R7.3.14)

相談員は積極的にスキルアップの
ための研修会への参加や情報共有
を図るための会議に参加した。引
き続き、資質向上に努める。

（子ども・子育て課）
引き続き、相談員等が新しい情報
を得られるための会議出席や研修
派遣の機会を確保し、相談員等の
資質向上に努める。

〇 相談員の研修会等への参加

継続

12
・

職員研修の充実
ＤＶ対策に関わる職員以外の市職員へもＤＶ
に対する正しい理解を深める研修等を実施
し、適切な対応をするための資質向上と育成
に努めます。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 関係課職員の研修会等への参加
・女性相談対応職員専門研修（県女性相談支援センター）（R6.6.28)
・富山県ＤＶ被害者支援セミナー（県女性相談支援センター）（R6.10.23)
　　延べ16人参加

関係課職員は富山県主催の研修会
に参加し、ＤＶの起こる背景やＤ
Ｖの特性を十分に理解し、相談者
に対する適切な対応方法を学ん
だ。

〇 関係課職員の研修会等への参加

継続

人事課
男女平等・共同参画課

市職員研修において、ＤＶに関するカリキュラムを実施
　新規採用者研修　受講者72人〔52人〕
　新任主任研修　　受講者36人〔28人〕

新規採用者研修や新任主任研修に
おいて、男女平等・共同参画の推
進及びＤＶについての研修を実施
した。
引き続き市職員研修等を通じ、男
女共同参画への理解促進に努め
る。

〇 市職員研修において、ＤＶをテーマとしたカリキュラムを実
施

継続

　　・件数： 1件〔3件〕

・件数：30件［12件］

　　・件数： 1件〔2件〕

　　・件数：1件〔2件〕

継続

    ・件数： 13件〔20件〕

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値取組内容

9
・

・

　　・件数： 16件〔12件〕

　　・件数： 11件〔8件〕

　　・件数： 4件〔1件〕

ＤＶ対策関係課での相談の実施
ＤＶ対策関係課窓口での相談者の個人情報へ
の配慮を行うなど利用しやすい相談窓口の環
境づくりに取り組みます。
職員のＤＶに関する認識を共有し、ＤＶ被害
者の早期発見に努めます。

3



高岡市ＤＶ対策基本計画の取り組みについて

施策目標６　早期発見のための関係者への周知

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

◆ 男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

〇 高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の開催（R6.6.21）（再掲） 高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会を
開催し、被害者支援についての検
討や情報交換を行うことで、関係
機関と緊密な連携を図ることがで
きた。

〇 高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の開催

継続

14
・

医療関係者に対する周知
業務を通じて被害を発見しやすい立場にある
医療機関に対し、ＤＶに関する情報提供に努
めます。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○

○

高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の開催（R6.6.21）（再掲）

オレンジ相談カード（男女平等推進センター相談室案内カード）の配布（再掲）

高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会を
開催し、医療機関と連携を図ると
ともに、被害者支援についての検
討や情報交換を行った。

〇

〇

高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の開催

オレンジ相談カード（男女平等推進センター相談室案内カー
ド）の配布（再掲）

継続

15
・

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

校長会や研修会を通じてデートＤ
Ｖ予防啓発講座に関するチラシの
配布を依頼した。

子ども・子育て課 関係機関への周知に努めてまいり
たい。

学校教育課 デートＤＶ予防啓発講座に関する
チラシを配布するとともに、デー
トＤＶに関する授業（センター出
前講座）を行った。

施策目標７　高齢者・障がい者・外国人等への支援の充実

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

◆

17
・

・

○

〇

庁内ＤＶ対策関係課会議（R6.4.26)（再掲）
・各課の対応実態、二次被害防止の徹底について意見交換

関係課職員の研修会等への参加（再掲）
・女性相談対応職員専門研修（県女性相談支援センター）（R6.6.28)
・富山県ＤＶ被害者支援セミナー（県女性相談支援センター）（R6.10.23)
　　延べ16人参加

〇

〇

〇

○ 被害者・支援者への相談窓口の情報提供
　オレンジ相談カードの配置（再掲）

18

・

・

・

男性や性的少数者（セクシュアル・マイノリ
ティ）からの相談対応
男性や性的少数者（セクシュアル・マイノリ
ティ）の方に配慮した相談体制を整備しま
す。
男性の相談について、相談内容によっては適
切な相談機関を案内します。
性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）
の相談に対応するための相談員の研修機会を
確保し、被害者が安心して相談できるよう相
談員の資質の向上に努めます。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター
市民生活課

○

〇

〇

男性の相談について、適切な相談機関（サンフォルテ相談室）の案内

男性や性的少数者の方に配慮した相談体制の整備の検討（再掲）

男性や性的少数者へのマニュアルを作成し対応。相談者から相談内容を傾聴し、
ＤＶや生活支援等、男女平等推進センターの相談室で対応できることはセンター
で対応し、相談内容によっては専門機関等を案内する（再掲）

男性からの電話相談は受けている
が、面接相談の希望があった場合
は他の相談機関を案内するなど適
切な対応を行っている。

〇

〇

〇

男性の相談について、適切な相談機関の案内

男性や性的少数者の方に配慮した相談体制の整備の検討

男性や性的少数者の相談については、マニュアルに沿って適
切な対応を行う 継続

継続

支援情報の提供
外国人の状況を考慮して、多言語オレンジ相
談カード（男女平等推進センター相談室案内
カード）を設置し、外国人へ相談窓口等の周
知を図ります。

オレンジ相談カードの公共施設等への配置による相談窓口の周知（再掲）
　市役所、市内医療機関、地域包括支援センター、各公私立保育園、商業施設
　（日本語、英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語）

オレンジ相談カード（日本語、英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語）を
外国人のための生活相談コーナーに配置

高齢
者・障
がい
者・外
国人等
への支
援の充
実

16
・

地域支援者に対する周知
地域において活動している民生委員・児童委
員、男女共同参画推進員、人権擁護委員等地
域支援者に対して、被害の早期発見に向けＤ
Ｖに関する意識啓発や相談窓口等の情報提供
を行います。

早期発
見のた
めの関
係者へ
の周知

取組内容

13
・

教育・保育関係者への周知
子どもを通して被害者を発見する機会のある
教育・保育等の関係機関の職員や保護者に対
し、ＤＶ、デートＤＶに関する研修会・講演
会への参加を働きかけます。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター
高齢介護課
社会福祉課
文化国際課

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

デートＤＶ予防啓発講座に関するチラシの配布（再掲）
　高岡市校長会、高岡地区高等学校長会で依頼
  各公私立保育園に依頼

取組内容

民生委員・児童委員に対する周知
・民生委員・児童委員会長連絡会で「ＤＶ防止啓発講座」の開催案内を配布（富
山県民共生センター開催）

社会福祉課
市民生活課

〇○ デートＤＶ予防啓発講座に関するチラシを配布するととも
に、デートＤＶに関する授業（センター出前講座）を行う。

継続

各校区の会長に対して周知を行う
ことができた。引き続き、民生委
員・児童委員に対する早期発見の
ための理解・周知に取り組む。

オレンジ相談カード（日本語、英語、ポルトガル語、
中国語、ベトナム語）を外国人のための生活相談コーナーに
配置

継続

〇

継続

庁内ＤＶ対策関係課会議の開催

関係課職員の研修会等への参加

被害者・支援者への相談窓口の情報提供
　オレンジ相談カードの配置

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター
高齢介護課
社会福祉課
文化国際課

相談体制の充実
窓口職員のＤＶに関する理解を深め、被害者
の発見・相談の充実に努めます。
被害者・支援者への相談窓口での情報提供に
努めます。

〇

庁内ＤＶ対策関係課会議を開催
し、ＤＶ被害者対応マニュアル、
相談共通シート及び手続きチェッ
クシートを活用した相談者の対応
方法を確認した。
（文化国際課）
外国人のための生活相談コーナー
に多言語翻訳のオレンジ相談カー
ドを配置した。必要に応じて対応
言語を検討する。

○

○

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

オレンジ相談カード（男女平等推
進センター相談室案内カード）を
公共施設や商業施設等に設置し、
相談室の周知に努めた。
外国人のための生活相談コーナー
に多言語翻訳のオレンジ相談カー
ドを配置した。必要に応じて対応
言語を検討する。

民生委員・児童委員に対する周知
・民生委員・児童委員会長連絡会で「ＤＶ防止啓発講座」の
開催案内を配布（富山県民共生センター開催）

4



高岡市ＤＶ対策基本計画の取り組みについて

施策目標８　緊急時の安全確保★

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

◆ 19
・

被害者の緊急時における一時保護支援
警察、富山県女性相談センター、児童相談所
等関係機関と連携して一時保護につなげま
す。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター
関係各課

○ 富山県女性相談センターとの連携による被害者支援（一時保護等の対応）
・一時保護件数　4件〔5件〕

緊急時には安全に被害者やその同
伴者を一時保護に繋げることがで
きた。引き続き、警察や児童相談
所等の関係機関と連携し被害者の
安全確保に努める。

〇 富山県女性相談センターとの連携による被害者支援（一時保
護等の対応）

継続

20
・

緊急避難場所の提供
緊急時における安全確保のために、「一時保
護」に先行して、緊急に避難を必要とする被
害者等を対象に宿泊場所の提供を行います。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 緊急避難先の提供　0件〔1件〕 令和６年度は緊急避難先の利用は
なかった。引き続き、緊急避難場
所の確保に努め、必要な場合は避
難先を提供し、安全に一時保護に
つなげる。

〇 緊急避難先の提供

継続

21
・

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の開催（R6.6.21）（再掲） 高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会を
開催し、被害者支援についての検
討や情報交換を行うことで、関係
機関と緊密な連携を図ることがで
きた。

〇 高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の開催（再掲）

継続

こども家庭センター ○ 引き続き、関係機関と連携しなが
ら、切れ目のない支援に努めてま
いりたい。

引き続き要保護児童対策地域協議会の場を活用し、随時、児
童相談所等の関係機関とケース会議を実施。

学校教育課 ケース会議に参加し、各学校から
の報告を踏まえ、迅速に関係機関
との連携を行った。

22
・

警察との連携
被害者も支援者も安心して相談できるよう、
警察等関係機関と連携して男女平等推進セン
ターの安全確保に努めます。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 警察等関係機関との連携 被害者も支援者も男女平等推進セ
ンターで安心して相談できるよう
警察等関係機関と連携している。
引き続き、連携を図り、安全確保
に努める。

〇 警察等関係機関との連携

継続

23
・

保護命令に関する情報提供・支援
保護命令について情報提供を行い、被害者が
保護命令を申し立てる際は、円滑に手続きが
できるよう支援します。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 保護命令申立手続きの支援
保護命令申立件数：1件〔3件〕
保護命令発令件数：4件〔5件〕

相談者からの申し出の際は、円滑
に保護命令の手続きができるよう
支援を行った。引き続き、保護命
令について情報提供を行い、支援
に努める。

〇 保護命令申立の手続きの支援

継続

施策目標９　被害者等に関する情報保護

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

○ ＤＶ支援措置対象者の情報管理の徹底

市民課 ・ＤＶ支援措置対象者の情報管理の徹底
　閲覧制限53件〔50件〕

納税課 引き続き、ＤＶ対策関係課会議で
情報交換し、情報管理の徹底を
図ってまいりたい。

社会福祉課 ＤＶ対策関係課会議で情報を共有
した。

子ども・子育て課
こども家庭センター

引き続き、ＤＶ対策関係課会議で
情報交換し、情報管理の徹底を
図ってまいりたい。

長寿福祉課 引き続き、情報管理の徹底を図
り、適切な取り扱いに留意してい
きたい。

保険年金課 引き続き、情報の共有と情報管理
の徹底を図る。

健康増進課 関係機関等から得た情報は限られ
た関係者で情報共有し、情報管理
を徹底する。

学校教育課 ＤＶが懸念される事案について
は、各学校より速やかに報告・連
絡が行われている。関係機関との
情報共有を進めるとともに、被害
児童生徒等の保護の観点から、細
心の注意を払って対応を行ってい
く。

25
・

情報管理の徹底
支援者の安全確保のため、支援者に関する情
報管理を徹底します。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 窓口・電話対応時における個人情報の保護の徹底 支援者の個人情報の保護を徹底し
て行った。

〇 窓口・電話対応時における個人情報の保護の徹底

継続

◆ 被害者
等に関
する情
報保護

24
・

住民基本台帳の閲覧等の制限
被害者保護のため、支援措置に関する周知が
必要であり、支援措置に関係する各課におい
て、被害者に関する情報の共有と情報管理を
徹底します。

新規で支援措置の申出があった場
合は、随時関係課へ連絡し、迅速
に情報共有を行った。

高岡市要保護児童対策地域協議会（個別ケース検討会議）
　個別ケースに応じて、随時、児童相談所等の関係機関とケース会議を実施

緊急時
の安全
確保

取組内容 令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

ＤＶ支援措置対象者の情報管理の徹底
支援対象者のデータ管理方法の見直し

継続

継続

〇

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

児童相談所等との連携
被害者本人の状態や意向、同伴者の有無など
さまざまな状態に対応するため、児童相談所
等関係機関と連携し、被害者及び被害者が同
伴する子どもの適切な保護と援助を行いま
す。

取組内容

5



高岡市ＤＶ対策基本計画の取り組みについて

　 　 　

施策目標10　被害者に対する適切な情報提供及び支援の充実★

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

◆ 26
・
・

自立支援策を総合的に支援
ＤＶ対策関係課との連携
ケース会議への参加

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター
関係各課

○

〇

庁内ＤＶ対策関係課会議（R6.4.26)（再掲）

ケース会議への参加
　個別ケースに応じて関係機関と連携して対応するため、随時
　児童相談所や学校等によるケース会議を実施

相談者へ迅速・適切な対応を行う
ため、庁内ＤＶ対策関係課会議を
開催し、情報共有・連携強化を
図った。

〇

〇

庁内ＤＶ対策関係課会議

ケース会議への参加
継続

27
・

・

ＤＶ対策関係課との連携強化＜再掲＞
被害者が何度もＤＶ被害の事情等を説明する
負担を軽減するため、関係課共通の「相談共
通シート」や、被害者支援を円滑に行うため
に「手続きチェックシート」を活用します。
また、改正点や変更点がないか定期的に見直
しを行います。
「ＤＶ対応マニュアル」に基づき、ＤＶ被害
者への迅速かつ適切な対応を図ります。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター
関係各課

○

〇

ＤＶ被害者相談共通シート及び手続きチェックシートの活用（再掲）

ＤＶ被害者対応マニュアルの活用（再掲）

庁内ＤＶ対策関係課会議を開催
し、ＤＶ被害者対応マニュアル、
相談共通シート及び手続きチェッ
クシートを活用した相談者の対応
方法を確認した。

〇

〇

ＤＶ被害者相談共通シート及び手続きチェックシートの活用

ＤＶ被害者対応マニュアルの活用

継続

施策目標11　生活再建に向けた支援

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

28
・

住宅の支援
被害者の市営住宅入居申込時に、単身での入
居許可や空き住居がない場合の待機順番の繰
上げといった、入居要件に関する法的緩和措
置を実施します。

建築政策課
男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○

〇

高岡市営住宅へのＤＶ被害者の入居への配慮
　入居件数　1件〔2件〕
　（うち　単身での入居許可　1件〔1件〕）
　（うち　待機順番の繰上げ入居　0件〔0件〕）

被害者の安全な生活の確保と自立した生活再建を図るため、防犯対策が施してあ
る民間賃貸住宅に入居する際に要する家賃等の一部を助成
  入居件数　0件

ＤＶによる保護命令や、一時保護
されていた証明書、男女平等推進
センターが発行する確認書等によ
り入居要件を緩和しており、引き
続き、被害者の安全な住居の確保
に向けて支援に努める。

〇

〇

高岡市営住宅へのＤＶ被害者の入居への配慮

防犯対策が施してある民間賃貸住宅に入居する際に要する家
賃等の一部を助成

継続

30
・

民間支援団体による生活支援の情報提供
民間支援団体が行っている生活支援の内容や
手続きについて被害者に情報提供を行いま
す。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 高岡ＤＶ被害者自立支援基金パサパによる生活支援
・生活資金の貸付及び提供　貸付6件〔7件〕、提供2件〔2件〕
・生活物資の提供　34件〔32件〕（家電用品、家財道具、食料品など）

民間支援団体と連携しＤＶ被害者
に対し生活物資等を提供し、生活
再建の支援を行った。引き続き連
携を図りながら被害者支援に取り
組む必要がある。

〇 高岡ＤＶ被害者自立支援基金パサパによる生活支援

継続

31
・

就業に関する情報提供
被害者の状況に応じて、ハローワークなどに
おける就業支援等についての情報提供と助言
を行います。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 専任相談員による情報提供・支援
・相談員が関係機関への連絡や被害者に同行
・女性人材バンクの活用

ハローワークでの就業支援につい
て情報提供をするほか、女性人材
バンクを活用し就業支援を実施し
た。

〇 専任相談員による情報提供・支援

継続

32
・

母子家庭自立支援給付金の活用による支援
ひとり親家庭の自立を支援するため、就業に
有利な資格取得のための支援として、自立支
援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金
の支給などを行います。

子ども・子育て課 ○ 母子家庭等自立支援給付金等の活用による支援
　6件〔9件〕
　（高等職業訓練6件〔6件〕、自立支援教育訓練0件〔3件〕、高卒認定0件〔0
件〕）

対象講座の受講や養成機関での修
業が必要であり、本人の意欲がな
いと給付に結びつかないところが
ある。

○ 母子家庭等自立支援給付金等の活用による支援

継続

33

・

就業確保のための同伴児の一時預かり事業の
充実
被害者の就業確保のため、保育を必要とする
同伴児を保育所や認定こども園で預かりま
す。

子ども・子育て課 ○ 保育園等での一時預かりの実施
　公立2か所　私立27か所

必要とする方が一時預かりを利用
できるよう、柔軟な対応をしてい
る。

○ 保育園等での一時預かりの実施

継続

基本目標Ⅲ　被害者の自立を支援する体制の強化

被害者
に対す
る適切
な情報
提供及
び支援
の充実

取組内容

取組内容

生活再
建に向
けた支
援

継続

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

生活の支援
被害者の個々の状況に応じ、必要な経済的支
援などの制度内容や手続きをわかりやすく説
明します。
被害者の自立に向けて切れ目のない支援がで
きるよう、関係機関の連携を図り、継続して
サービスが利用できるよう、被害者の状況・
事情に配慮し、不都合・不利益を被ることが
ないよう対応します。

社会福祉課
子ども・子育て課
保険年金課
関係各課

◆

被害者の個々の状況に応じた適切な支援の実施〇被害者の個々の状況に応じた適切な支援の実施
・生活保護、障がい者支援等
・児童扶養手当、児童手当、母子・父子福祉、保育所入所等
・国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金
　※手続きには、男女平等推進センター相談員が同行する場合も
    ある

29
・

・

（社会福祉課）
生活保護、障がい者等のための福
祉ガイドを配布し、分かりやすい
制度説明に努めている。

（子ども・子育て課）
引き続き、関係機関と連携を取り
ながら、個々の状況に応じた支援
を実施してまいりたい。

（保険年金課）
市外からのＤＶ避難者の場合、必
要な書類などもあり通常より時間
を要するが、速やかに対応するよ
う心がけている。

必要に応じて男女平等推進セン
ター相談員が同行し、切れ目のな
い支援を行っている。

○

6



高岡市ＤＶ対策基本計画の取り組みについて

施策目標12　子どもに対する支援

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

◆ 子ども・子育て課 ○ 保育、就学等に関する支援の実施
・児童関連ＤＶ相談数　９件〔20件〕

引き続き、関係機関と連携を取り
ながら、支援に努めてまいりた
い。

〇 保育、就学等に関する支援の実施

継続

学校教育課 ○ 保育、就学等に関する支援の実施
・児童関連ＤＶ相談数　　20件〔12件〕
・ＤＶによる区域外就学(協議）９件〔2件〕
　　　　　　　　　　　(許可）９件〔2件〕
　ＤＶ被害者の安全確保のため、関係書類のやりとりについては教育委員会間で
行い、在籍校に転出先や転学先等の情報が漏れないよう配慮

学校から、連絡・相談があった場
合には、速やかに子ども・子育て
課等と連絡を取り、連携を図っ
た。今後、他の自治体や学校設置
者との連携を図った事案が増加す
ることも考えられ、その際の対応
についても想定しておく必要があ
る。

○ 保育、就学等に関する支援の実施
ＤＶ被害者の安全確保のため、関係書類のやりとりについて
は教育委員会間で行い、在籍校に転出先や転学先等の情報が
漏れないよう配慮

継続

子ども・子育て課、こ
ども家庭センター

引き続き、関係機関と連携を取り
ながら、心のケアについて支援し
てまいりたい。

学校教育課 担任を中心に、ＳＣやＳＳＷと連
携しながら心のケアに努めること
ができた。支援が必要な場合は、
児相等と連携し、ケース会議を
行った。

施策目標13　心身の健康回復に向けた支援★

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

36
・

医療関係への同行支援
緊急を要する場合や被害が深刻な場合など、
相談員が医療機関まで同行します。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 緊急を要する場合や被害が深刻な場合など、相談員が医療機関
まで同行する。

緊急を要する場合に医療機関まで
同行し被害者を支援した。

〇 医療機関への同行支援
継続

37
・

被害者への個別カウンセリング
相談員が被害者に寄り添いながらカウンセリ
ングを実施します。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 専任相談員による相談の実施 常に相談者の立場に立ち、ＤＶ被
害者に寄り添いながらカウンセリ
ングを行っている。

〇 専任相談員による相談の実施

継続

38
・

心の回復に向けた講座等の実施
ＤＶやセルフケア等について理解を深める講
座を行います。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 心の健康回復に向けた講座
・話スペース「ぽこ　あ　ぽこ」開催
　開催時間について、女性が参加しやすいよう夜間から日中に変更
（毎月第２金曜日午後１時30分）
　女性ならだれでも参加でき、自由に話し合いができる場

ＤＶ被害者の心の回復に向けた支
援としてＤＶやセルフケア等につ
いて講座を行った。引き続き講座
を実施し、ＤＶ被害者が心身の健
康を取り戻す支援を行っていく。

〇 心の健康回復に向けた講座
話スペース「ぽこあぽこ」の開催のほか、女性の方ならどな
たでも参加できるお話サロンや社会福祉士、精神保健福祉
士、司法書士などの女性専門職による気軽に相談できる相談
会などを実施し、心のケアを支援する。

拡充

39
・

自助グループの活動支援
ＤＶ被害者同士が集まり、体験や感情を共有
し、情報交換をするグループ懇談会を行って
いる民間の自助グループの活動を支援しま
す。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 高岡ＤＶ被害者自立支援基金パサパによる自助グループ活動の支援 ＤＶ被害者同士が集まり、体験や
感情を共有する場をつくり、被害
者の心の回復を援助した。継続し
て自助グループの活動を支援し、
連携した被害者支援を行ってい
く。

〇 高岡ＤＶ被害者自立支援基金パサパによる自助グループ活動
の支援

継続

40
・

心の健康相談
公認心理師や保健師による相談を実施しま
す。

社会福祉課
健康増進課

引き続き関係機関と連携し、子どもの心のケアを実施。

継続

取組内容

◆ 心身の
健康回
復に向
けた支
援

取組内容

保育、就学等に関する支援
被害者は、経済的基盤が弱い家庭が多いた
め、幼児が安心して保育を受けることができ
るように、また、子どもが安心して教育を受
けることができるように経済的支援について
の相談に適切に対応していきます。
児童・生徒及び被害者の安全確保のため、就
学手続きに関しては、関係機関との連携を密
にして情報交換を行う等、被害者の相談に適
切に対応していきます。

子どもの心のケア
ＤＶのある家庭で育った子どもは、情緒面や
行動面で問題を抱えていたり、悩みを誰にも
相談できずに一人で抱え込んでいたりするこ
ともあるため、児童相談所・学校・幼稚園・
保育所・医療機関など関係機関との連携を密
にし、心のケアに努めます。

35
・

継続

子ども
に対す
る支援

心の健康相談の実施
公認心理師による相談の実施　計6回
保健師による相談の実施　随時相談対応

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

34
・

・

○ 〇

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

心の健康相談の実施
公認心理師による相談の実施　延べ６件
保健師による相談の実施　延べ165件
(うちＤＶ関係0件）

○ 子どもの心のケアの実施
　相談員が子どもの心に寄り添いながら、児童相談所や高岡市教育センター等と
連携し、心のケアを実施

〇

心と体の不調を感じている人の相
談に応じている。
保健師による相談は随時行ってい
る。公認心理師による相談は年5
回行った。

7



高岡市ＤＶ対策基本計画の取り組みについて

基本目標Ⅳ　暴力を許さない高岡ネットワーク

施策目標14　計画の推進・関係機関の連携協力体制の強化

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

41
・

・

計画の進行管理
高岡市男女平等推進市民委員会を開催し、Ｄ
Ｖ防止をはじめとした男女平等参画の推進に
かかる施策について調査審議し、対策を進め
ます。
計画の進行管理を行い、毎年度、進捗状況を
ホームページ等で公表します。

男女平等・共同参画課 ○

〇

高岡市男女平等推進市民委員会の開催（R6.9.5、R7.2.14）
　内　容　男女平等推進プラン及びＤＶ対策基本計画に関する審議
　委　員　有識者、地域団体、公募

計画の進行管理及びホームページでの取り組み状況の公表

市民委員会を開催しＤＶ防止をは
じめとした男女平等参画の推進に
係る状況等ついて審議した。今後
も第３次計画に基づき施策に取り
組む。

○

〇

高岡市男女平等推進市民委員会の開催

計画の進行管理及びホームページでの取り組み状況の公表

継続

42
・

高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の設置、会議
開催
関係機関の緊密な連携を図るとともに、被害
者支援についての検討や情報交換などを行い
ます。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○

○

高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の開催（R6.6.21）（再掲）
　内容　市及び関係機関におけるＤＶ対策の現状と課題についての情報共有
　構成県（警察署、女性相談支援センター等）、民生委員児童委員協議会、
　　　　　人権擁護委員協議会、医師会、民間支援団体、市

庁内ＤＶ対策関係課会議の開催（R6.4.26）（再掲）
　内　容　ＤＶ担当職員の正しい理解促進のための講義、各関係課における
　　　　　ＤＶ対策の現状と課題についての報告、意見交換

高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会や
庁内ＤＶ対策関係課会議を開催
し、緊密な連携を図るとともに、
被害者支援についての検討や情報
交換を行った。引き続き、相互に
協力しながら連携を図る。

○

○

高岡市ＤＶ対策関係機関連絡会の開催
　
庁内ＤＶ対策関係課会議の開催

継続

43
・

県との役割分担・相互協力
県と連携しながら、啓発活動や被害者支援に
努めます。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター
関係各課

○

○

○

富山県ＤＶ被害者及び困難な問題を抱える女性への支援調整会議への出席
（R6.11.20、R7.2.26）

富山県女性相談センターとの連携による被害者支援（一時保護等の対応）（再
掲）
　一時保護件数　4件〔5件〕

女性に対する暴力をなくす運動の参画
　「とやまパープルリボンキャンペーン2024」啓発活動参加

一時保護等の対応など、富山県女
性相談支援センターと連携して被
害者支援を行った。

○

○

○

県ＤＶ対策連絡協議会への出席

富山県女性相談支援センターとの連携による被害者支援（一
時保護等の対応）

女性に対する暴力をなくす運動の参画
継続

44

・

高岡市男女平等推進庁内連絡会議（ＤＶ対策
関係幹事会）の充実
関係課が相互に連携し、相談体制の強化や被
害者支援についての協議、情報交換を行いま
す。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター
関係各課

○

○

高岡市男女平等推進庁内連絡会議の開催（R6.7.31）
　内　容　男女平等推進プラン及びＤＶ対策基本計画の取り組み
　　　　　状況について報告
　委　員　市長、副市長、教育長、各部局長等

庁内ＤＶ対策関係課会議の開催（R6.4.26）（再掲）

高岡市男女平等推進庁内連絡会議
を開催し、相談体制や被害者支援
等に関する取り組み状況について
協議・報告を行った。

〇

〇

高岡市男女平等推進庁内連絡会議の開催

庁内ＤＶ対策関係課会議の開催

継続

45
・

近隣自治体との連携
近隣自治体のＤＶ担当者と相談の傾向や対
応、支援内容等を情報共有し、市外からの相
談に対する円滑な支援のために広域連携を図
ります。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 市外からの相談に対する円滑な支援のための近隣自治体との連携 近隣自治体と連携し、市外からの
相談に適切に対応している。

〇 市外からの相談に対する円滑な支援のための近隣自治体との
連携

継続

46
・

加害者対応のための連携
ＤＶ加害者対応の検討に向け、国・県・市町
村・民間支援団体等の動向を注視します。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ ＤＶ加害者更生プログラムなどのＤＶ加害者対策についての
国・県・民間団体の動向把握

ＤＶ加害者対応について、国・
県・他市町村・民間支援団体等の
動向を注視していく。

〇 ＤＶ加害者更生プログラムなどのＤＶ加害者対策についての
国・県・民間団体の動向把握

継続

施策目標15　民間支援団体との連携強化、支援★

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

47
・

・

・

民間支援団体との連携・協力
施策の推進にあたっては、被害者支援を目的
として活動する民間支援団体との連携により
実施するように努めます。
「被害者への物資提供活動」について、必要
な物資の情報発信の強化に努めます。
被害者のためのシェルター等を運営する民間
支援団体との連携について検討します。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○ 民間支援団体との連携・協力 民間支援団体と連携しＤＶ被害者
に対し生活物資等を提供すること
ができた。引き続き連携を図り、
ＤＶ被害者の多様な状況に応じた
支援を推進していく必要がある。

〇 民間支援団体との連携・協力

継続

48
・

・

民間支援団体の活動の支援
民間支援団体が主催するＤＶに関する講演会
や学習会等イベントに対し、後援や広報協力
など活動を支援します。
民間支援団体による自助グループが継続して
活動できるように支援するほか、団体のニー
ズを調査しながら、支援の内容を検討しま
す。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター

○

〇

学習会やイベント広報の協力など活動の支援

自助グループ活動への協力、支援
・高岡ＤＶ被害者自立支援基金パサパへの協力
　「駅ナカ保健室」を後援し、広報周知等を実施

民間支援団体の活動を支援する取
り組みを行っていく。

〇

〇

学習会やイベント広報の協力など活動の支援

自助グループ活動への協力、支援

継続

施策目標16　苦情に対する適切な対応

担当部署 評価・課題 令和７年度取り組み予定 取組状況

◆ 苦情に
対する
適切な
対応

49
・

苦情に対する適切な取り組み
被害者支援への取り組みに対する苦情に対し
て、苦情を受けた際には、誠実に受け止め、
適切かつ迅速に処理し、必要に応じて関係各
課と共有します。

男女平等・共同参画課
男女平等推進センター
関係各課

○ 高岡市男女平等問題処理委員会の設置（高岡市男女平等推進条例）
　処理件数 0件〔0件〕

令和６年度は苦情の申し出はな
かったが、申し出があった場合
は、誠実に受け止め、適切かつ迅
速に処理し、関係各課と共有す
る。

〇 高岡市男女平等問題処理委員会の設置（高岡市男女平等推進
条例）

継続

民間支
援団体
との連
携強
化、支
援

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

取組内容

取組内容

取組内容

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

令和６年度取り組み　※〔　〕はR5数値

◆ 計画の
推進・
関係機
関の連
携協力
体制の
強化

◆

8


